
【重要なお知らせ】 
 

｢組合員の事業利用と利用代金支払いに関する規則｣の 

一部改正について 
 

 

 

・２０２６年４月１日以降、学校生協が組合員の要望により請求明細書（旧書式名称は控除 

明細書）を紙媒体で発行する場合、有償発行となります。 

 

・有償発行した場合の発行手数料は、１回あたり２００円（消費税別途加算）です。 

 

・請求明細書を発行希望する方へはご利用代金に発行手数料を加算させていただきます。 

 

 

 

 

 



 
 

 ※「現在（改定前）」は２０２６年３月発行分まで、「今後（改定後）」は２０２６年４月発行

分以降。 

 ※「現在（改定前）」は２０２６年３月発行分まで、「今後（改定後）」は２０２６年４月発行

分以降。 

    

該当する一 部の組 合 員の方へは２０２６年２月、請求明細書 発行の有償化に関す る 

ご案内を個別にお送りいたします。 

２０２６年４月より請求明細書の有償発行を希望する方は、お申し込みフォームまたは

お電話により希望を受け賜ります。 

有償発行を希望しない方は、お手続きはございません。２０２６年３月発行の控除明細

書の無償発行をもちまして終了とさせていただきます。 

学校生協のマイページをご登録いただいていない方は、ぜひこの機会にご登録いただき

ますようよろしくお願いいたします。 
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